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第１回千代田区特別職報酬等審議会 議事録 

日 時：令和７年10月27日（月）午後２時00分～午後３時15分 

場 所：千代田区役所６階 ６階特別会議室  

出席者：（委  員）７名（定数９名 欠席２名：平委員、廣瀬委員） 

    （区 側）区長 

    （事務局）政策経営部長、総務課長、総務課職員  

 

発言者 発言内容  

総務課長   それでは、皆さんおそろいになりましたので、始めさせていただきま

す。 

 本日はご多用のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。私は総務課長の佐藤と申します。会長が決まるまで会の進行

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 本日、委員のお手元に委嘱状をお配りしております。本来であれば区

長から直接お手渡しするところではございますが、会の進行上、恐縮で

ございますが、机上に配付させていただきましたことで代えさせていた

だきたいと思います。ご了承くださいますようお願いいたします。  

 ただいま千代田区特別職報酬等審議会が発足いたしました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 ここで、樋󠄀口区長より皆様にご挨拶を申し上げます。  

 

区長  はい。千代田区特別職報酬等審議会の発足に当たり、一言ご挨拶を申

し上げます。皆様方には、本年もご多忙中にかかわらず審議会委員をお

引き受けいただき、厚く御礼を申し上げます。  

 千代田区では、条例により、区長は少なくとも３年に１回、議員報酬

及び期末手当の額並びに区長副区長及び教育長の給料等の額について、

報酬等審議会のご意見をお伺いすることになっております。昨年度３年

ぶりに開催されました当審議会においては、委員の皆様方による活発な

ご議論を経て答申をご提出いただきました。また併せて、社会経済情勢

の変化に柔軟に対応していくため、報酬等の額の適否については、審議

会の意見を聴くタイミングを、３年に１回から毎年に変えていく必要が

あるとご意見を賜りました。この経緯を踏まえまして、昨年度に引き続

いて今年度も特別職報酬等審議会を開催させていただく運びとなってお

ります。  

 今回は、昨年度の答申で示されました報酬等の額の定め方を踏襲しつ

つも、社会情勢の変化及び他区の動向など様々な要素を総合的に勘案し

ながら、報酬等の額の適否についてご議論を賜りたいと思っておりま

す。 

 我が国の景気状況に目を向けますと、緩やかな回復基調にあるもの
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の、食料品を中心とした物価高騰が続き、区民生活への影響は深刻であ

ります。先行き不透明な社会情勢におきましては、行政運営にも柔軟性

と迅速な対応力を備えていくことが肝要となります。  

 特別職の報酬につきましては、世間の関心も高く、難題もございます

が、委員の皆様には、区民目線、あるいはそれぞれの皆様方のご知見を

基に、忌憚のないご意見を頂戴いたしたい、ご審議賜りたいと思ってお

ります。何とぞよろしくお願いいたします。  

 

総務課長   ありがとうございました。  

 それでは、第１回の審議会でございますので、委員の皆様から一言ず

つご挨拶を頂戴できればと思います。お手元の資料の資料２に名簿がご

ざいます。こちらの名簿の順にご挨拶を頂戴できればと思います。  

 なお、本日、平委員、そして廣瀬委員はご欠席とのご連絡を頂戴して

おりますので、それでは、岸様からよろしくお願いいたします。  

 

岸委員  座ったままで。  

 

総務課長   はい。大丈夫です。  

 

岸委員  千代田区婦人団体協議会の代表をしております。富士見地区の岸と申

します。名簿を拝見しまして、何かそうそうたる学識経験者の方ばかり

なので、ちょっと、何もちょっと意見を言えないかもしれませんが、皆

様のご意見を今日お聞きして、勉強したいと思っております。よろしく

お願いします。  

 

小林委員   弁護士の小林淑子です。現在、千代田区の法律相談の相談員を務めさ

せていただいています。この報酬審議会の委員としては昨年度が初めて

で、今回２回目となります。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

髙山委員   はい。待遇者会の髙山です。待遇者会といっても、区議会議員のＯＢ

会なんです。もう 10年ぐらい前に議員を辞めているんで、あんまり分か

らないところもあるんですけど、割と引きずって、いろいろ区議会議員

と付き合いがあるんで、比較的実情は分かっているほうなのかもしれな

いですね。家業は、神保町で、もう長く古本屋をやっています。もう何

代も区民は区民なんで、区民目線ということで、またご意見を述べさせ

てもらいたいなと思っています。  

 

戸塚委員   はい。当連合千代田地区協議会の戸塚寛之と申します。連合というこ

とで、労働組合の集まりのところですかね、それの千代田区の中の企業
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の中の協議会の私は事務局長をやっております。ふだんは１つの労働組

合の、企業の労働組合の役員として活動している者でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

中村委員   名簿６番、千代田区のいじめ問題対策委員会をしております中村と申

します。私は過去に教職に就いておりました関係で、この委員会に属し

ております。  

 昨年からこの会に参加させていただいておりまして、千代田区で幼少

期を過ごしましたものですから、永田町小、麹町中を卒業いたしまし

た。今日の午前中、麹町中学校の文化祭が一ツ橋ホールでございまし

て、それを拝見した後、こちらのほうに参りました。いろいろな面で皆

さんから勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。  

 

星野委員   明治大学の星野でございます。よろしくお願いいたします。昨年に引

き続き、この審議会に参加させていただきます。大分賃上げの話などが

大きくなってきて、今年はなるだけいろいろな意味で考慮したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。  

 

横山委員   はい。千代田区の、今、連合町会長の協議会の会長をさせていただい

ています。麹町出張所地区連合町会の横山でございます。所属は五番町

町会でございます。この協議会の会長はこの審議会の充て職になってお

りまして、連合町会の８人のうちの代表がこの協議会に委員として参加

するということなので、今回、私、初めて参加なんですけれど、昨年た

しか小林さんが参加されていたと思います。まあ、連合町会長はそこま

で長くやるつもりはありませんが、８年後にまたお邪魔するかもしれま

せんけれど、毎年これから審議会があるというようなことを伺いました

ので、その可能性もゼロじゃないかなというふうに思っています。よろ

しくお願いいたします。 

 

総務課長   皆様、ありがとうございました。  

 本日は委員の過半数にご出席いただいておりますので、審議会が成立

しておりますことをご報告申し上げます。 

 続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。  

 政策経営部長の村木でございます。  

 

政策経営部長   政策経営部長、村木です。本日はお忙しいところ、お集まりいただき

まして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 



- 4 - 

総務課長   改めまして、総務課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、事務局の担当の江口と日榮も参加させていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。  

 続きまして、千代田区特別職報酬等審議会条例第５条に基づきまし

て、当審議会の会長を互選により選出していただきたいと思います。ご

意見を賜りたく存じます。いかがでしょうか。  

 髙山委員、お願いします。  

 

髙山委員   いいですか。会長の推薦については、地方財政論を専攻分野とされ、

他の自治体においても報酬審議会の会長のご経験のある星野委員が適任

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。  

 

 （「異議なし」の声あり）  

 

総務課長   ありがとうございます。ただいま髙山委員から星野委員を会長にとご

推薦がありまして、皆様からご異議なしということですので、星野委員

に審議会の会長をお願いしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、審議会に諮問をさせていただきます。本日、各委員のお手元に

諮問文をお配りしております。本来であれば、先ほどの委嘱状同様、区

長から直接お渡しすべきところではございますが、会の進行上、机上へ

の配付でご了承くださいますようお願いいたします。  

 それでは、大変恐縮でございますが、区長はここで退席をさせていた

だきます。  

 

区長  よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。  

 

 （区長、公務のため退席）  

 

総務課長   それでは、星野会長に議事進行をお願いしたく存じます。  

 会長、よろしくお願いいたします。  

 

 （星野委員、会長席に移動）  

 

星野会長   はい。座らせていただきまして、それでは、会長を務めさせていただ

くことになりました星野でございます。一言ご挨拶と。昨年に引き続き

ということで、それから、今お話がありましたように、毎年ということ

になりましたので、特に大きな変化がこの１年間あったわけではないで
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しょうから、安定的なご議論ができるんじゃないかというふうに思って

います。皆様、答申までの間、ご協力よろしくお願いいたします。  

 審議に先立ち、特別職報酬等審議会条例第５条により、あらかじめ会

長の職務代理者を指名する必要があります。いじめ問題対策委員会委員

で、過去に千代田区特別職報酬等審議会委員をご経験されております中

村委員を会長の職務代理者に指名したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。  

 

 （「異議なし」の声あり）  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 それでは、お認めいただいたということで、次に、当審議会の運営に

ついてお諮りをいたします。  

 当審議会の会議の公開・非公開及び会議記録の公表について、皆さん

のご意見をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。公開・非公

開と、公表・非公表。もし問題なければ、公開ということでよろしくお

願いいたします。  

 （「異議なし」の声あり）  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 それでは、早速審議に入っていきたいと思います。本日の審議会にお

いて、議員の議員報酬及び期末手当の額の適否並びに千代田区長、副区

長及び教育長の給与等の額の適否について、当審議会の結論を出してい

きたいと思いますが、新任の委員の先生もおられますので、まずはお手

元の資料のうち、資料７、令和６年度千代田区特別職報酬等審議会の経

緯まで、事務局からのご説明をお願いいたします。  

 

総務課長   はい。それでは、お配りしている資料の確認からさせていただきたい

と思います。資料の１から 12までの目次がついておりまして、１枚おめ

くりいただきますと、諮問の写しをおつけしております。「千代田区特

別職の報酬等について（諮問）」と書かれているものでございます。続

きまして、資料の２、当審議会の委員名簿でございます。１枚おめくり

いただきまして、資料３、この報酬等審議会の条例をおつけしておりま

す。続きまして、資料４、こちらはＡ３一枚の資料で、「千代田区特別

職報酬等改定状況」という表題のものでございます。続きまして、資料

５、こちらもＡ３一枚で、「千代田区特別職の報酬等明細について」と

いう資料でございます。もう１枚おめくりいただきますと、今度はＡ３

横の両面の資料でございまして、「 23区特別職報酬等審議会答申状況

（令和４年～６年）」とあるものでございます。もう１枚おめくりいた
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だきますと、Ａ４の両面の資料を１枚おつけしております。こちらは

「令和６年度千代田区特別職報酬等審議会の経緯」という表題のもので

ございます。  

 まず、ここまで確認させていただきますが、不足等はございませんで

しょうか。  

 

 （「なし」の声あり）  

 

総務課長   ありがとうございます。  

 では、資料１にお戻りいただけますでしょうか。１の諮問、２の名簿

につきましては、もうちょっと既にご覧いただいていると思いますの

で、ご確認を頂ければ結構でございます。  

 続きまして、資料３の審議会条例、ここからご説明をさせていただき

ます。皆様に委員となっていただきまして、これから審議を頂く、その

根拠を示す条例でございます。  

 第１条に設置目的が書かれております。区議会議員の議員報酬及び期

末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料等の額について、皆様

にご審議いただくということがここで定められております。  

 第２条でございますが、区長は報酬等の額の定め方を改めようとする

ときは、あらかじめ審議会の意見を聞くというように決まってございま

す。第２条２項には、必要があると認めるときは、報酬等の額の適否に

ついて審議会の意見を聞くことができると規定をされております。第３

項では、少なくとも３年に１回、報酬等の額の適否について審議会の意

見を聞かなければならないとされております。この第３項について、昨

年度の答申におきまして、社会経済情勢の変化に柔軟に対応していくた

め、報酬等の額の適否について審議会の意見を聞く時期を、３年に１回

から毎年に変えていく必要があるとのご意見を頂きました。このことを

踏まえ、今年度の審議会を開催させていただく運びとなったところでご

ざいます。  

 第３条には組織の構成について定められております。  

 第４条は任期についてでございます。任期は審議が終了したときまで

でございまして、事務局といたしましては、皆様から 11月頃までに答申

を頂きたいと考えております。  

 第５条は、先ほどお話がありましたように、会長及びその職務代理者

を置く規定でございます。  

 第６条以下につきましては詳細の説明は割愛させていただきます。  

 続きまして、資料４をお願いいたします。区長から議員までの改定の

状況を表で一覧にしております。４つの区分に分かれております。一番

右側が平成 21年の答申とそれに沿った改定状況、その左側が平成 24年の
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答申及び改定状況、その左側が平成 30年の答申及びその改定状況という

ように、左側になるにつれ、直近のものになっております。いずれの年

も、頂いた答申を踏まえて改定を行っております。  

 なお、平成 27年の答申につきましては、改定に至らなかったというこ

とで、下の欄外のところですけれども、米印で注記をさせていただいて

おります。  

 また、教育長につきましては、平成 27年度報酬等審議会以前は審議の

対象ではなかったので、答申はございませんでしたが、区長、副区長に

対する答申に準じまして改定を行ってきたという経緯がございます。現

在は教育長も審議の対象となっております。  

 では、続きまして、１枚おめくりいただきまして、資料５でございま

す。こちらは千代田区特別職報酬等明細についてでございます。ご存じ

の方もいらっしゃると思いますが、そもそものお話になりますが、区

長、副区長、教育長、議員、参考として我々一般職員の給料がどのよう

な構造になっているかを図で示したものでございます。  

 項番１、区長、副区長、教育長になります。毎月給与が支給されてお

りますが、その内訳は給料と通勤手当でございます。ただ、通勤手当に

つきましては、６か月分が半年に一度、まとまって支給されておりま

す。そして、（２）が期末手当でございます。期末手当は毎月の給料の

月額と給料の 45％を加算し、これに支給月額である 4.2か月を掛けたも

のになります。期末手当はこのような計算方法になってございます。

（３）が退職手当でございます。退職手当はあくまでも退職をするとき

に一括で支払われるものでございますが、計算方法といたしましては、

給料に区長、副区長、教育長で異なるそれぞれの支給率を掛け、さらに

在職年数を掛けた金額となります。  

 項番２、議員報酬でございます。議員の場合には、毎月の報酬に加

え、費用弁償、つまり通勤手当に当たるものでございまして、いわゆる

電車賃相当額が支給されております。（２）期末手当ですが、区長、副

区長、教育長とほぼ同じ計算式でございます。支給月数が 4.2か月とち

ょっと異なっております。（３）が政務活動費でございます。議員報酬

とは性質が異なり、審議の対象ではございませんが、参考に記載をして

おります。会派ごとに月額 15万円が支給されております。  

 ちなみに、我々一般職の給与の構造についても掲載をしております。

地域手当など各種手当や期末手当、勤勉手当には、加算割合、支給割合

などがあり、複雑な計算式でございますが、参考に付しております。  

 では、もう１枚おめくりいただきまして、資料６をご覧ください。こ

ちらは両面印刷となっております。  

 こちらは 23区、直近３年間の特別職報酬等審議会の答申状況を表にま

とめたものでございます。表の一番上、網かけ部分は、特別区人事委員



- 8 - 

会の勧告概要を記載しております。特別区の我々一般職員の給与は、社

会情勢や民間給与と比較し、上げたほうがよい、あるいは下げるべきで

あるというような勧告が、特別区人事委員会から毎年出されておりま

す。この勧告に基づいて、我々一般職の給与が改定されております。こ

の勧告の数値を記載しております。例えば令和６年度の網かけ部分をご

覧いただきますと、給料月額については公民較差の 2.89％を解消するた

め、初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引上げがな

されており、期末・勤勉手当については 0.1か月分上げるという勧告が

出されたということになります。  

 そして、その下に各区の答申内容が記載されております。一例を挙げ

ますと、千代田区から１行下の中央区では、区長、副区長、教育長の給

料、そして議員報酬は、一般職の改定率を参考に、より職責の重い部長

級の平均引上げ率を適用し、 0.7％のアップ。期末手当は、区長、副区

長、教育長、それから議員と、その議員ともに 0.15か月のアップという

答申がなされ、そこから２行下の新宿区では、区長、副区長、教育長の

給料、そして議員報酬は公民較差と同率の 2.89％アップ、期末手当は区

長、副区長、教育長、議員ともに 0.2か月アップという答申がなされて

おります。  

 では、続きまして、資料７をお願いいたします。こちらはＡ４両面印

刷となっております。昨年度、令和６年度の審議会の経緯をまとめた資

料でございます。  

 令和６年度の諮問内容につきましては、項番１の（１）（２）にござ

いますように、報酬等の額の定め方と額の適否についてご審議を頂いた

ところでございます。  

 各回の審議内容でございますが、全４回を開催し、第１回と第２回は

事務局より各種指標をお示しし、報酬等の額の定め方についてご審議を

頂きました。第３回では、特別区人事委員会勧告の概要をご説明した上

で、報酬、期末手当、退職手当の額のシミュレーションをお示ししまし

た。また、その報酬等の額の適否についてご審議いただきました。第４

回では、それまでの審議事項をまとめた答申案の最終確認をしていただ

き、審議会後、区長への答申を提出していただきました。  

 令和６年度の審議会のポイントですが、これまでどおり、社会情勢や

他区の動向、特別区人事委員会勧告等を踏まえて額の改定を行うことの

合意が得られました。また、議員報酬の上げ幅については複数の意見が

ありましたが、特に千代田区の家賃等のコストや人材確保の観点から、

底上げを求める声がございました。一方で、他区とのバランスや説明責

任、制度設計の工夫、そちらのほうも重要な論点となりました。さら

に、議員報酬の底上げ、報酬額の毎年見直しなどが今後の検討課題とし

て共有をされました。  
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 資料の裏面をご覧ください。審議会の皆様からご提出いただいた答申

の概要についてでございます。  

 報酬等の額の定め方については、社会経済情勢や他区の動向を勘案す

るという現行の考え方を踏襲すること。期末手当については、民間・他

団体との整合性を図る観点から、３月期末手当を廃止し、６月・ 12月期

末手当を均等配分とすることが妥当であると記述されました。  

 額の適否については、報酬月額について、特別区人事委員会勧告の部

長級、こちらは６級になりますけれども、その平均改定率（単純平均）

を参考とし、現行の報酬等の額に加算すること。期末手当について、特

別区人事委員会勧告の支給月数の引上げ幅を参考とし、 0.4月を引き上

げること。退職手当について、据置きとすることが適当であると記述さ

れました。  

 さらに、審議の過程で出された意見として、社会経済情勢の変化に柔

軟に対応するため、額の適否について審議会の意見を聞く時期を、３年

に１回から毎年に変えていく必要があると記述されました。  

 これらの答申を踏まえまして、今後の予定について項番５に記載して

おります。本年、令和７年度及び令和８年度については、額の適否につ

いて諮問をさせていただく予定でございます。審議に当たっては、令和

６年度の改定方針を踏襲し、報酬等月額及び期末手当の改定額シミュレ

ーションに基づきご意見を賜りたいと考えております。また、令和９年

度につきましては、令和６年度同様、額の定め方及び額の適否について

諮問をさせていただく予定でございます。  

 その他、参考として、前回の答申をおつけしております。  

 お時間を頂戴いたしましたが、資料７までのご説明は以上でございま

す。 

 

星野会長   はい。ということで、資料７までの説明を頂きました。資料につい

て、何かご質問等はございませんか。  

 

 （「なし」の声あり）  

 

星野会長   全体としては、計算を出していただきまして、それで、昨年の結果

は、改定方針に関しては、３年に１回、大がかりな見直しの可能性はあ

りますが、方針としては、７年度、８年度も踏襲していこうということ

で、今日のお話になったかというふうに思います。よろしいでしょう

か。 

 

 （「了承」の声あり）  
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星野会長   はい。それでは、お認めいただいたということで、続きまして、人事

委員会勧告、10月14日に令和７年特別区人事委員会の勧告が出され、報

酬額等についてシミュレーションしていただいた資料を事務局に用意し

ていただきました。資料８以降でございます。ご説明をお願いいたしま

す。 

 

総務課長   はい。資料８以降の説明に入ります前に、先ほど資料６のご説明を差

し上げたときに、一番上の網かけの部分のご説明で、期末・勤勉手当に

ついて0.1か月上げるというご説明を差し上げたかと思いますが、 0.2か

月の誤りですので、訂正をさせていただきます。失礼いたしました。  

 それでは、資料８からの確認とご説明をさせていただきます。まず、

ご確認からご一緒によろしくお願いいたします。資料８、Ａ４三枚、両

面刷り、６ページのものでございます。資料８は、令和７年職員の給与

等に関する報告及び勧告の概要でございます。続きまして、資料９、こ

ちらがＡ３横の資料となっております。「特別職報酬等のシミュレーシ

ョン」と題された資料でございます。続きまして、１枚めくっていただ

きまして、資料 10、こちらは８枚の資料、Ａ３横の資料をホチキス留め

としております。１枚目の区長から８枚目の議員まで、８枚ございま

す。特別職等の年収一覧（シミュレーション）という資料でございま

す。少し進みまして、資料 11、こちらもＡ４の資料でございまして、

「特別職等退職手当一覧（シミュレーション）」と書かれているもので

ございます。最後の、資料12、答申項目（案）でございます。  

 不足等はございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうご

ざいます。  

 それでは、資料８から順に内容のご説明を差し上げたいと思います。

令和７年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要でございます。 10月

14日に特別区人事委員会から職員給与について勧告がございました。資

料８の上部、四角に四隅が囲まれている箇所をご覧ください。公民較差

は１万 860円であり、パーセンテージにすると 3.8％、（「１万 4,860」

と呼ぶ者あり）失礼しました。１万 4,860。読み間違えてしまいまし

た。１万 4,860円で、パーセンテージにすると 3.8％となっております。

月例給につきましては、初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及

び号給で引上げとなっております。特別職の期末・勤勉手当につきまし

ては、年間の支給月数を0.05月引上げと、勧告内容でございます。  

 進ませていただきまして、資料９をご覧ください。特別区報酬等のシ

ミュレーションの資料でございます。  

 こちらの資料は、特別区人事委員会勧告に準じて改定した場合の試算

をしたものになります。先ほど資料６の 23区の特別職報酬等審議会答申

状況でご説明いたしましたとおり、昨年は公民較差相当分のパーセンテ
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ージを引き上げた区と、管理職員の部長級に適用される加重平均改定率

のパーセンテージを引き上げた区があった一方で、独自でパーセンテー

ジを定めた区も多くございました。また、資料７でご説明申し上げまし

たとおり、千代田区では管理職員の部長級に適用される単純平均改定率

のパーセンテージを引き上げております。  

 項番１、報酬・給料の試算につきましては、オレンジの箇所が今年の

公民較差のパーセンテージを乗じた額、紫の箇所が部長級の単純平均改

定率のパーセンテージを乗じた額、緑色の箇所が部長級の加重平均改定

率のパーセンテージを乗じた額になってございます。続いて、項番２、

期末手当の試算につきましては、令和７年の特別給（期末手当、勤勉手

当）の勧告を反映したもので、 0.05月アップの 4.25月の試算となってご

ざいます。  

 また、ご参考に、下段へ行政職給料表（一）を記載しております。各

級で実際に在職している職員についての平均改定率を示しておりますの

で、ご確認ください。  

 では、続きまして、資料 10をお願いいたします。資料９の試算に基づ

きまして、区長、副区長、教育長、役職にある議員ごとに年収ベースで

計算をし、比較した資料となってございます。千代田区は、上から順

に、現行の年収、公民較差の勧告率を年度ごとに加算した月額と勧告を

反映した期末手当を合算した年収、管理職員の部長級に適用される単純

平均改定率を年度ごとに加算した月額と勧告を反映した期末手当を合算

した年収、管理職員の部長級に適用される加重平均改定率を年度ごとに

加算した月額と勧告を反映した期末手当を合算した年収の４パターンを

示しております。額については、令和７年の部長級に適用される単純平

均改定率である 3.6％を加算した月額と、勧告にあった 0.05月分を加算

した期末手当を合算した年収を示しております。順位につきましては、

千代田区の４パターンと、千代田区を除く 22区を足した 26区分中の何位

かを示しております。  

 資料 10－１は区長の年収でございます。色がついている行がシミュレ

ーションしたものになります。オレンジの行の公民較差を反映した各特

別職の年収額は、教育長、議長を除き、いずれも順位はトップでござい

ますため、以後、説明は省略させていただきます。紫の行の部長級の単

純平均改定率等を合算し、現状の年収と比較すると、年収は約 93万円の

増額、緑の行の部長級の加重平均改定率を合算し、現状の年収と比較す

ると、年収は 89万円の増額となります。  

 続きまして、１枚おめくりいただきまして、資料 10－２をご覧くださ

い。こちらは副区長の年収でございます。現行とシミュレーションした

部長級を比較すると、紫色の単純平均で 75万円、緑色の加重平均で約 71

万円の増額となっております。  
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 同様に、１枚ずつ資料を見てまいりたいと思いますが、続きまして、

資料10－３が教育長でございます。こちらは、比較すると、紫の単純平

均で約67万円、緑色の加重平均で63万円の増額となります。  

 続きまして、資料 10－４、議長のシミュレーションをご覧ください。

こちらは、比較いたしますと、紫色の単純平均で 67万円、緑色の加重平

均で約63万円の増額となります。  

 続きまして、資料 10－５、副議長のシミュレーションでございます。

こちらは紫色の単純平均で約 59万円、緑色の加重平均で 55万円の増額と

なります。  

 続きまして、資料 10－６、常任委員会の委員長の年収になります。こ

ちらを比較すると、紫色の単純平均で約 49万円、緑色の加重平均で約 47

万円の増額となります。 

 １枚おめくりいただきまして、資料 10－７、こちらは副委員長の年収

でございます。こちらも比較をいたしますと、紫色の単純平均で約 47万

円、緑色の加重平均で約45万円の増額となります。  

 もう１枚おめくりいただきまして、 10－８、こちらは議員の年収でご

ざいます。こちらは比較いたしますと、紫色の単純平均で約 45万円、緑

色の加重平均で約43万円の増額となります。  

 人事委員会勧告に準じて報酬、給与を試算したシミュレーションの資

料は以上でございます。 

 次に、資料 11をご覧ください。こちらは 23区における区長、副区長、

教育長の退職手当一覧のシミュレーションでございます。資料３と同様

に、他区については、令和６年の部長級に適用される単純平均改定率と

なる 3.6％を月額に加算しております。なお、千代田区の退職手当の支

給率は、平成 22年、地域手当廃止に伴う支給率の改定以降、据置きとな

ってございます。  

 続きまして、最後の資料 12でございます。こちらは答申の項目案でご

ざいます。資料７の裏面、５、令和６年度答申を踏まえた今後の予定に

ついてのところでもご説明いたしましたが、令和７年度は報酬等の額の

適否について答申をまとめていく予定ですので、今回まで頂きましたご

意見を基に、この項目案に沿って、答申案という形で文章化していくこ

とを想定しております。 

 長いお時間を頂戴いたしましたが、資料のご説明は以上でございま

す。 

 

星野会長   はい。ありがとうございました。  

 資料について、何かご質問等はございますでしょうか。  

 この順位がついているものの見方、先ほど説明いただきましたけど

も、要は千代田区で４つ入っていますので、合計で最下位は 26番でいい
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んですよね。ということになりますので、 23区だけど、番号は 26まであ

るということです。ですから、千代田区で上位を取っていて、だから千

代田区の次は５位とか６位になっているというケースもあるというとこ

ろです。  

 見方に関してはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 （「なし」の声あり）  

 

星野会長   それでは、またあったら、後で具体的な内容のときにお伺いいたしま

す。 

 それでは、内容に入っていただきたいと思います。報酬額等につい

て、資料にてシミュレーションがございます。皆様のご意見を伺いたい

と思います。いかがでしょうか。感想でも結構なので、できるだけ各委

員にご発言ということで、中村委員から順番にお願いいたします。 

 

中村委員   この公民較差の趣旨から考えて、なるべく今の経済状況を活性化する

意味からも、報酬額を上げたほうがよいのではないかというふうに思い

ますが、基本的に、払うのは区の税金からということになると思いま

す。税収との関係で、３つのパターンが示されていますが、そこら辺の

ところは事務局として何かお考えがあるのでしょうか。これが望ましい

というような。基本的には、私は額を高くしてあげる方がいいのではな

いかと思いますけれども。  

 

政策経営部長   税収ということで言いますと、千代田区は比較的税収には恵まれてい

るほうでございますので、今回のこのいずれで行ったとしても、それで

税収不足が生じるとか、そういうことは考えられておりません。特に税

収で最近多いのが、地方消費税の交付金なんですけど、これ、消費のほ

うが増え――要するに物価が上がりますと、当然それに伴って地方消費

税の交付額も増えてくるので、そういった面での収入も増えているとこ

ろでございますので、こちらの金額で不足が出るとか、そういうことは

ないというふうには考えてございます。  

 

中村委員   もしそうであるのであれば、公民格差の是正の趣旨を踏まえて、今回

は高く額を設定してあげたほうがよいのかという気がします。いかがで

しょうか。  

 

星野会長   ありがとうございます。こちら、上げるのは恐らく上げる中で、この

公民較差そのまんまか、部長級単純平均か、部長級加重平均。昨年は単

純平均ということで、公民較差とあんまり変化はないのかなというの

で、去年のベースでということになると、部長級、単純平均かなという
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感じもあるんですが。  

 横山委員、よろしくお願いします。前のほうでも構いませんので。  

 

横山委員   はい。こちらのシミュレーション、資料 10を見させていただいていま

すが、これ、ほかの残りの 22区も、多分同じような今頃の時期に、やは

りそれぞれが、この人事院勧告、特に特別人事委員会からの公民較差に

対するものに対して、何らかの動きをそれぞれがなさると思うので、単

純に今これで順位がこうですよというふうには最終的にはいかないと思

うんですよ。それを考えて、現行の、これだけ諸物価が高騰して、かな

り厳しい状況であるんであれば、この公民較差をなくすような方向で行

ってもよろしいんじゃないかなとは、私としては思います。  

 

星野会長   なるほど。ありがとうございます。というご意見で。  

 次、こちらからでよろしいですか。岸委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

岸委員  すみません。私も、これをぱっと拝見したところ、妥当な金額じゃな

いかなとしか言いようがないんですけれど、どれがいいかと言われる

と、ちょっと分からないですね。  

 これって、昨年決めたことなんですか。昨年の委員会で。  

 

星野会長   昨年のときは、公民較差そのもので行くかどうかの議論の中で、部長

級単純平均ということになりました。去年のほうが大分少ないんですよ

ね、そもそもの額が。  

 

事務局  よろしいですか。去年、若手中心の勧告だったので、勧告の数字が

2.89で、部長級の加重平均が 0.9、単純平均が 1.2だったので、かなり部

長級よりも若年層に偏った勧告でしたので、差が大きかった。今年は全

世代向けの均一的な勧告でしたので、あまり差が出ないという形になっ

ておるかと思います。  

 

星野会長   ということです。  

 

岸委員  はい。じゃあ、公民較差にすると、今のところ１位ということになる

んですか。  

 

星野会長   先ほど横山委員の…… 

 

岸委員  まあ変わるかもしれませんが、今のところは。  
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星野会長   やはりどの程度までリアルな番号になるか、ほかのところでもみんな

変わっちゃうという感じですか。  

 

総務課長   3.6で今想定で乗せていて、実際どういう改定率にするかは…… 

 

星野会長   なるほど。  

 

総務課長   結構千代田区のこの会議の開催が早いほうなので、他区はどちらかと

いうと様子見をしているというような状況で、これから具体的にどうい

うふうに決めるかというのが出てくる。  

 

岸委員  別に順位にこだわるわけではないと言ったらあれですけど、できたら

上のほうの順位のほうが、何となく気分的には、いい人材が集まるんで

はないかな。すみません。それぐらいしか言えません。  

 

星野会長   みんな 3.6を掛けてあるということは、部長級の、この基準にしてあ

るということですね。  

 

事務局  昨年度の報酬審で上げていただいた部長級単純平均で、他区は仮で上

げていただいています。 

 

星野会長   毎年やっているところって、どのぐらいあるんですか。  

 

事務局  資料６です。昨年度は１区を除いて 22区が実施しています。  

 

星野会長   22区。結構やっている。じゃあ、毎年会議をやっているところが多い

んですか、最近は。最近、会議を毎年やっているところが結構多いんで

すか。 

 

事務局  そうですね。これも、資料６です。３年前ですと 16区、２年前が 22

区、昨年にも 22区が報酬審を開いているという形です。  

 

星野会長   ということでございます。よろしいでしょうか。  

 じゃあ、小林委員、お願いいたします。  

 

小林委員   はい。社会経済情勢や他区の動向を踏まえてということなんですけれ

ども、社会経済情勢からすると、物価も値上がりしていますし、上げる

必要はあると思うんですけれども、他区の情報を見てみると、そのまま
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公民較差を取り入れているところは２区ぐらいなのかなと。前回、そう

いうこともあり、部長級の単純というところを取ったのかなというとこ

ろはあるので、そこから現在までの情勢の変化を見ると、そこまで大き

くは変わっていないけれど、確かに、インフレまでいきませんけど値上

がりはあると思うので、ほかの区は独自の数字を当てている区もあると

いうことなので、部長級単純のところをベースに少し考えるというのも

方法なのかなというふうには考えます。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。これは部長級と公民較差の分はそんな

に差がなさそうなので、その辺を基本に  議論するということで。  

 髙山委員、お願いいたします。  

 

髙山委員   はい。先ほど中村委員から出た区民の納税感というか担税感という

か、からして、あんまり給料を上げないほうがいいよという、世の中的

にはね、声もあるんですけれども、ここ昨今の物価の上昇と、それから

千代田区は特に、もう区長が不動産協会に申し入れたように、マンショ

ンの価格が物すごく上がって、それはもう３％とか４％どころじゃない

んですね、この１年間の。それに伴って家賃も上がってくるんで、家賃

というのは生活費の中では大きなウエートを占めていくんで、それでさ

らに、選挙で区長もそれから区議会議員も選ばれてくるということを考

えると、なるべく待遇をよくしてあげて、優秀な人材に手を挙げてもら

うような形にしていったほうが、最終的には区民にとってプラスになる

んじゃないかなと思っていますので、この今回の公民較差をそのまま反

映した形での給料のアップを、報酬のアップを提案していただきたいな

と思っています。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 ということで……。 

 

戸塚委員   戸塚です。全く皆さんと同様な意見ですが、これまで令和５年と４年

は未開催だったこともあって、この時期に大分物価が上がり始めたとい

うこともあったと思いますね。その分、据置きからいって、昨年で言え

ば部長級の上げ幅でという。そういう意味で言えば、上げ幅としてはそ

んなに多くないというんですかね、上がってきていないという実態があ

るのかなというふうに思っていまして、昨年、私個人としては公民較差

でいいんじゃないかなという思いもあったんですけど、それはちょっと

差が大き過ぎるということもあったのかなと思いまして、そうすると、

今年度で言えば、やはり物価上昇であったり、先ほど話にもあったマン

ションの価格が上がったりとか、千代田区で言えば生活するに当たって
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の経済的負担が大きいのかなというふうに思いますので、私としては公

民較差を適用するのがいいのかなというふうには思っております。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 お話を伺う限り、公民較差の方が多くて、部長級単純平均の方もいら

っしゃる、というバランスで、この辺りで、今日の目標としては、どの

辺りに改定額を行くのかということになりそうです。全員上がるとそれ

なりの数字になるでしょうけど、差としてはそんなに多くはないと言え

ばない感じです。  

 あと、それから順位の１、２、３がついている部分が多くて、議長と

教育長が５、６、７ぐらいという感じですかね。  

どうですか、事務局的には、この辺りの想定については。  

 

総務課長   それなりにかなという気はしていまして、さらにもう一歩という感じ

ですね。  

 

星野会長   あと職格というか、それによって全部同じようにしないといけないか

というのもあるかもしれないですよね。今お話にありましたように、住

居費のお話はそのとおりだなと思うので、議員さんだけ公民較差という

のは。そういう意味では、若手をかさ上げするのとちょっと似たような

発想で。議員さんだけ公民較差という発想もあるかなと思うんですけ

ど。 

 

総務課長   ちょっとその決め方になると、３年に１回、当区で決めるタイミング

のほうがちょっとふさわしいかなということで。  

 

星野会長   そうか。なるほど。  

 

総務課長   今回は額の適否ということなので、この色分けした３パターンの中の

いずれかの中からご審議いただくというのが、去年の流れをくんだとこ

ろです。  

 

星野会長   なるほど。去年の流れだと、この紫になるわけですよね。  

 

総務課長   全員、もし公民較差ということでしたら、それは、ご審議の結果そう

決まれば、それは問題ないかと。  

 

星野会長   うん。どうしましょうか。  

 ほかのところで、結構、職種について差がついている自治体も、ま
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あ、あるはあるんですよね。  

 

髙山委員   区の一般職の職員は、この自動的に人事委員会勧告の上げ幅で給料が

上がるんでしょ。  

 

総務課長   今回は、職層ごとに給与表が見直されるので、必ずしも率ではない。  

 

髙山委員   だったら、どうやって決めるの。  

 

事務局  全員が 3.8％上がるというわけじゃなくて、例えば、今回の若者には

若干傾斜がかかっていますので、ちょっと、大体ですけど、５％ぐらい

から 3.2％、全体ぐらいまでの間で、各職員が置かれている自分の号

給、自分の給料に従って上がるわけですので、全員が 3.8上がるという

わけじゃない。  

 

髙山委員   3.8から、もっと上になる可能性。  

 

事務局  上になる方は若年層で。  

 

髙山委員   下になる人もいるの。 

 

事務局  は、もちろんいます。去年も 2.98だったんですけれども、部長級は

0.9％の加重平均、 1.2％の単純平均。今年の場合はそこまで差がないの

で3.8％なんですけれども、部長級でも 3.4％の加重平均……  

 

髙山委員   職員の、一般職の職員の給与は、ここで決めるんじゃないんでしょ。  

 

事務局  勧告後に、勧告の中に全員の給料表が、この額がこうなりますという

のがばーっと何百種類出ていまして、その額でもう自動的に決まってき

ます。 

 

総務課長   人事委員会勧告の資料８の中のところを見ると、モデルケースで一部

出ているんですけども、号給で全部額が決まった形で示されるという。  

 

髙山委員   それは議会の議決が要るの。要らないの。 

 

総務課長   条例改正の議案は提出しますけど。  

 

髙山委員   条例で、条例議案で出すわけ。  
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総務課  はい。４定で出す予定なんですけど、この額の決めのところは、人事

委員会で決めたものを区の条例に反映させて上程するという形になって

います。  

 

髙山委員   だから、僕が――入っている。僕の言いたいのは、選挙で、区議会議

員も区長もみんな千代田区に住んでいないといけないの、資格が。だか

ら、今言ったように、職員は、まあ悪いけれども、ほかの県から通って

くる人もいるだろうし、千代田区のそういう置かれている特別な事情に

必ずしも関わるわけじゃないけども、選挙で選ばれる人はみんな千代田

区の中に住んでいなくちゃいけないから、千代田区のこのいろんな面で

のコスト高というのをそのまんま背負って出なくちゃいけないんで、そ

こは考えていかなくちゃいけないだろうなと、ずっと、前回のときもそ

う申し上げたし、そしてさらには、できるだけ優秀な――今の議員が優

秀じゃないというわけじゃないんだよ。より優秀な、議員になる人に手

を挙げてもらいたいというところがあるんで、そこのところは優秀な人

材がエントリーするという環境をつくったほうが、より区民にとっても

長い目で見たらばプラスだろうと思っているんで、去年、前回のときも

そう申し上げたし、今回もそこのところの考え方は変わらないんで、そ

このところはぜひ、この中で判断をできるものがあれば、できるだけそ

の辺りのご配慮をお願いしたいなと思っています。  

 以上です。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 昨年、一応基準を２年間、後、続けるというようなことが予定として

挙げられていたので。今回のを見ると、公民較差と部長級とか、区長で

3,000円で、ほか、議員で 1,000円ということなので、３年たつという

か、いわゆる再来年ということになりますが、にその分を何か新たな基

準でまた盛り込んでいくという方法ではいかがでしょうか。結局、議員

シミュレーションで見た場合で、 1,180万と 1,178万 7,000円で、１万

8,000円ということになりますので、そんなに大きな差は、それほど出

ない、２年後に再度きちんと議論するというのではいかがでしょうか。  

 部長級加重平均では結構差があるんですけど、単純平均と公民較差は

ほとんど差がないという感じになってくるのかな。  

 

総務課長   昨年度は部長級の単純平均で、多分、当初加重平均でという議論か

ら、単純平均に、少し額が高いほうにということで決めてくださったと

思いますが、今年度も、今後、例えばお話がありましたように、公民較

差でというこの審議会での決定があれば、それに沿って。全体、どの職
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も一律に上げるということにはなりますけど、そこは委員の皆様のご判

断にお任せできるところです。  

 

星野会長   そうか、部分的にはないんですね。そうすると、昨年の取決め、申合

せみたいなのをどうしましょうか。  

 

総務課長   全部公民較差ということでしたら、支障はないかと思います。もし上

げたほうがよいという皆様のご意見があったら、昨年度の前提を踏まえ

ると単純平均でということで、お諮りする案は作成、私たちも腹案とし

てはありましたけれども、委員の皆様のご判断で、今年度に関しては公

民較差がふさわしいよということであれば、それも差し支えはないで

す。 

 

中村委員   いいですか。毎年見直すということになったという趣旨から考える

と、どれだけ去年と今年で変わったかという比較の問題があるかと思い

ます。やっぱりここで少し変わったという部分を示すことで各職層のモ

チベーションが高まるのではないかという気がするんです。何を言いた

いかというと、このまま単純平均で昨年と同じような形で継続するより

も、今年の場合には公民較差の是正の趣旨を踏まえても、そんなに、

今、委員長がおっしゃるように額がべらぼうに上がるわけではない。上

がるとすれば、議員とか数の多い層だと思うんですけれども、全体的に

それほどでないとすれば、私は何かそれでも、公民較差の基準に合わせ

てもいいんじゃないかと思います。ただ、毎年これは変わるので、来年

また今回と同じになるということにはならないということですよね。  

 

星野会長   じゃあ、それを申合せとして、今年、継続する方向性ではないという

ことで、今年のみ公民較差で行くと。３年間続けようと言っていた部分

を今年だけちょっと逸脱するという形では、いかがですか。  

 小林委員、どうですか。  

 

小林委員   うーん……。まあ、物価高もあるので、それにそんなに差がないの

で、公民較差と部長級単純平均とでそんなに変化はないので、今年に限

りという案も、あるかとは思うんですけども、前回結構、今回は２回で

すけども、前回は４回にわたって議論してきた。そこからどのぐらいの

変化があったのかというところはちょっと考えなければいけないのかな

と思って。そこまで大きな変化はないような気もするので。というとこ

ろが少し引っかかるところではあります。  

 

岸委員  すみません。ちょっとどうでもいい話なのかもしれませんけど、知り
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合いのちょっと区議さんなんかにお話を聞くと、やはりちょっと千代田

区内に住まなくちゃいけませんよね。家賃が適当なところがなかなかな

くて、困るという話をよく聞くんですよね、やはり。物価なんかも絶対

に千代田区は一番高いと思うので、やはり多少の差だったら、私は今年

は公民較差でいいんではないかと思い、１年間それで、どうなんでしょ

うかね。  

 

星野会長   では、去年の申合せを逸脱することになりますが、今年のみ公民較差

ということでは、いかがでしょう。その代わり、これは継続する話では

なくて、去年の基準がなくなったわけではないということを確認しつ

つ、ということではいかがでしょうか。  

 

中村委員   いいですか。ちょっと私の認識が違ったら申し訳ありません。一応去

年、３年間踏襲するというこれまでの方針から、毎年見直していくとい

う方法が提案、審議されて、今回の審議が設定されたわけですよね。  

 

総務課長   情勢の変化があるかないか、その引き続きでベースアップすることが

適切かどうかのご判断をこの会で毎年確認していこうという決まりだっ

たというふうに考えています。  

 

中村委員   毎年改定の審議を行うのか、確認を行うのかによって、ちょっとその

ニュアンスが違うかなと、今、お話を聞いていて思ったのですが。  

 

星野会長   まあ、どっちが近いかといったら、確認ですよね。去年並みにやると

なると４回はやらなきゃならないし、去年も、だから夏前から始めて、

それで、土地の価格上昇とか、そういう一般的な資料の確認作業をやっ

ていましたので、毎年４回というわけにもいかないようですので、そう

すると、確認がメインということになります。もう１年我慢していただ

いて、来年とかという手もあるんですが、先ほど来お話がありますよう

に、今年の人事委員会勧告が割と高めであったですし、物価上昇の感じ

は去年より今年のが少しあるという点では、今年上げておいて、来年は

昨年基準に戻すというのでもいいのかなというふうに思いますけど、そ

れでよろしいでしょうか。  

 じゃあ、その基準で、繰り返しですが、取りあえず今年限り去年の基

準を逸脱して、来年はそういうことでなくて、３年目という。その後ま

た何か議論があれば、再来年の基準再検討のときにするということで、

よろしいでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  
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星野会長   それから、今日は、あとは期末手当の改定月数なんですよね。  

 

総務課長   期末手当の改定月数、資料９の右のところに毎年の勧告を反映した場

合で4.25月、あと退職手当については据置きで、もうそのままで差し支

えないと確認していただければ…… 

 

星野会長   ということで、0.05ですね。これは、それでよろしいでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  

 

星野会長   と、退職手当支給率。幾つだっけ、これ。あ、後ろだ。  

 

総務課長   はい。資料 11にございます。あまり差がないので、そのまま据置きで

いかがでしょうか。  

 

星野会長   はい。これは据置きでよろしいでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  

 

星野会長   はい。それでは、特になければ、これで、改定額があれですね、公民

較差で0.05か月で据置きということで、いかがでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  

 

星野会長   はい。よろしければ、今日の目的は、これを決定した上で、会長と事

務局で答申素案を作成して、次回の審議会前に各委員に答申の素案をご

確認いただくということでございます。最終案が出ましたら、それを次

回に確認して、それで答申という形になります。  

 ということですが、よろしいでしょうか。ほか、何かご議論はござい

ますでしょうか。  

 

 （「なし」の声あり）  

 

星野会長   ということで、方向性としてはそういうことで進めさせていただい

て、素案の案をまとめて、答申案として出すものを事務局に作成を進め

ていただくということで、よろしくお願いいたします。  

 それから、まずはご説明ですかね。  
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総務課長   はい。事務的にご説明をさせていただきます。今、会長からもご説明

がございましたが、答申案につきまして、今回のご意見を踏まえまして

案を作成いたしまして、会長にご確認いただきまして、その後、皆様に

も事前にご送付申し上げましてご確認を頂ければと思いますが、よろし

いでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  

 

総務課長   ありがとうございます。  

 次回の第２回の審議会は、事務局よりご連絡さしあげておりましたと

おり、 11月 10日月曜日、２時からの開催を予定しておりますので、ご予

定のほど……  

 

星野会長   場所も大体同じになりそうですか。  

 

総務課長   はい。場所は同じで、こちらでございます。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 

総務課長   当日の前半に答申の最終の確認をお願いいたしまして、後半に、昨年

度と同様ですけども、区長に答申を提出するという流れになりますの

で、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

 

星野会長   はい。ありがとうございます。  

 早いですね、大分、予定より。  

 それでは、皆様、よろしいでしょうか。  

 

 （「はい」の声あり）  

 

星野会長   はい。どうもありがとうございました。今日の審議はこれで終了いた

します。ありがとうございました。  

 

―― 了 ―― 

 

 


